
平成21年度輸入食品監視指導計画について  

平成 21年 9月  

輸入食品安全対策室  

1．輸入食品監視指導計画とは   

輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画（食品衛生法（以下「法  

という。」第23条）をいう。  

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に実  

施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。  

2．輸入食品等の監視指導の基本的な考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程の  

各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点から、  

輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を策定し、  

監視指導を実施する。  

3．重点的に監視指導を実施すべき項目の実施結果  

○輸入届出時における法違反の有無の確認  

○モニタリング検査※1（平成21年度計画：約8万3千件）  
○検査命令※2 （平成21年8月31日現在：全輸出国の16品目及び38カ国■1地域   

の199品目）  

○…毎外情報等に基づく緊急対応  

4．輸出国における衛生対策の推進  

○輸出国政府に対して衛生管理対策の確立の要請  

○現地調査や二国間協議首通じた、農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検査の   

推進  

5．輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導  

○輸入前指導（いわゆる輸入相談）  

○初回輸入時及び定期的自主検査の指導※3  

0記録の保存に係る指導  

○輸入者等への食品衛生に関す知識の普及啓発  

※1：食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づく計画的な検査  

※2‥違反の蓋然性が高いものについて、輸入の都度、検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ輸  

入・流通が認められない検査  

※3‥原材料管理め検証に資する加工食品の残留農薬等に係る試験法の検討■開発を実施  
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平成21年度輸入食品監視指導計画 概要 

平成 21年 9 月  

輸入食品安全対策室  

【計画本文】（新たに盛り込んだ事項を下線部で示す。）  

序 文  

平成20年度計画に基づく施策の実施状況の概要及び平成21年度計画において取り一組む   

施策を記述。   

○ポジティブリスト制度の着実な施行のため、   

・輸入時の検査項目の更なる拡充を図る。  

r  ・輸出国に対し、生産及び製造加工段階におⅠナる衛生対策の推進を要請し、必要に応  
じて、輸出国における残留農薬管理の確認のため、現地調査を行う。   

・残留農薬等について検査命令の対象となっている食品について、輸出国における残  

留農薬等管理の検証を目的として、モニタリング検査を強化する。   

○器具、嘲おもちやの規制対象範囲の拡大その他規格基  

準の改正等を踏まえ、新たに設定された親格基準を中心に、輸入者に対して定期的な  

卿ともに、モニタリング検査を拡充する。   

O BSE問題について、▲現地調査結果等を踏まえ、重点的、効率的かつ効果的な検査体制を  

確保し、‘輸出国政府が管理する対日輸出プログラムわ遵守状況を引き続き検証する。   

○食品への有毒・御階にお   

ける自主的な衛生管理の推進を図るとともに、輸出国における衛生対策に関する情報  

収集を撫進し、問題発生の未然防止に努める。 

1 目的   

「重点的、一効率的かつ効果的な監視指導の実施を推進し、もって、輸入食品等の一層の  

安全性確保を図ることを目的とする。」  

2 適用期間   

「平成21年4月1日から平成22年3月31日」  

3 輸入食品等監視指導の実施についての基本的考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国内外における食品供給行程の各段階に   

おいて適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点から、輸入食品の安   

全性確保のために、輸出国における生産、製造、加工等の段階から輸入後の国内流通まで   

の各段階において講じるべき措置の基本的事項について記述。  
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4 生産地の事情等からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項  

（1）輸入届出の確認、（2）モニタリング検査（別表1）、（3）モニタリング検査以外の行政検査、  

（4）検査命令、（5）包括的輸入禁止措置及び（6）海外情報等に基づく緊急対応における本省及   

び検疫所の役割、実施の手順にづいて記述。   

＝卜・いjlt∴ニト＝㌦伸一iニトニ ∴バミり■！一卓川－l・＝1いけ∴十一1；i摘■いり・1骨∴十川．；－l 

■検疫所は、幸鱒旦モテタリング検査件数の実嘩が困   

難と判魅  

・本省は、坤て適宜点険を行い、検痴郵こ   

対して必要な指示を行うとともに、輸入実態に即した効鱒よう、  

当該年度の半ばを目途としてモニタリング計画の見直しを行う。  

5 輸出国における衛生対寮の推進   

輸出国の生産等の段階にお†、て法違反の未然防止を図るため、輸出国に対する（1）我が国   

の食品衛生規制の周知、（2）二国間協議、現地調査等及び（3）技術協力等の取組について記   

述。   

以王」 

・・在京大使盤笠邑堂上工塾墜基準等改正時の説明会を通じ、卿引こ関す   

る情報提供を行う」基準審査選塑開催しているFodSa氏丹Groupの場を活用）。  

問題発生の未然防止の  畳むらL里唾＿主＿岨重ける衛生対策に関する情報収集及   

建重要昼を進める。  

独立巨象監御重  

入れ等により、必要に応じた輸出国への技術協力等を行う。  

6 輸入者への自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項   

食品安全基本法第8条及び法第3条第1項に規定される食品等事業者の責務に照らし、  

輸入者に対して自主的な衛生管理の推進を図るため、輸入者等に対する（1）基本的指導事項  

（別表2）、（2）輸入前指導の実施、（3）輸入前指導による法違反発見時の対応、（4）自主検  

査の実施、（5）輸入食品等の記録の作成及び保存、（6）適正表示及び（7）食品衛生に関する知  

識の向上等の指導事項を記述。   

以下、瑚  

・加工食品如こ基づ   

き、輸入者に対し、輸出国嚇況や製造者の衛生管   

理の水準笠を勘案して、輸塾国王の原材料、即こおい   

て必要な確認を行うよう指導する。  
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7 法違反が判明した場合の対応   

（1）輸入時、（2）国内流通時の検査等で法違反が発見された場合の対応、（3）再発防止のた   

めの輸入者に対する指導、（4）法違反を繰り返す輸入者等に対する営業の禁停止処分、（5）   

悪質事例の告発及び（6）違反事例の公表等における本省、検疫所及び関係都道府県等の連携、   

実施の手順について記述。   

なお、平成21年度計画において、 「廃棄等」の措置に「食用外用途への転用lが含まれ   

る旨を追記（事故米穀の不正規流通を踏まえた対応は、輸入食品等監視指導業務基準の改  

正で担保）n   

ま7ヒ、違反事例の公表において、 違反食品の回収、廃棄等の措置状況について判明次第  

公表する旨を追記′（意見募集結果を踏まえた対応）。  

8 国民等への情報提供   

輸入食品等の安全性確保に関する情報を広く国民等に提供するため、（1）モニタリング計  

画等に関する情報の提供、（2）本計画に基づく監視結果の公衰、（3）食品等の安全に関する  

リスクコミュニケーションの取組等について記述。  

なお、リスクコミュニケーションの取組として、輸入食品等の監視指導の状況等につい  

て、世情報提供及び意見交換を行い、食品等の安筆削こついて適切な   

理解が得られるよう努める旨を追記（意見募集結果を踏まえた対応）。  

9 その他監視指導の実施のために必要な事項   

（1）食畠衛生に関する人材の養成、変質の向上、（2）検疫所が実施する食品等の試験検査   

等に係る点検に係る取組について記述。  
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平成20年度輸入食品監視指導計画に基づく監視指導結果 概要  

平成21 
輸入食品安全対策室  

1．輸入食品監視指導計画とは   

輸入食品等について国が行う監視指導の実施に関する計画（食品衛生法（以下「法  

という。」第23条）をいう。  

【目的】国が、輸入時の検査や輸入者の監視指導等を重点的、効果的かつ効率的に  

実施することを推進し、輸入食品等の一層の安全性確保を図る。  

2．輸入食品等の監視指導の基本的な考え方   

食品安全基本法第4条（食品の安全性確保は、国の内外における食品供給行程  

の各段階において適切な措置を講じることにより行わなければならない）の観点か  

ら、輸出国、輸入時及び国内流通時の3段階での衛生確保対策を図るべく計画を  

策定し、監視指導を実施する。  

3．重点的に監視指導を実施すべき項日の実施結果  

（1）輸入届出時における法違反の有無の確認  

届出件数約176万件、届出重量約3，155万トンについて、法に基づく規格   

及び基準等への適合性について審査を実施。   

（2）モニタリング検査※1   

①モニタリンク計画：延べ79，809件   

②実施件数：延べ83，951件（実数49，133件）（延べ件数に対する実施率：  

約105％）、うち違反件数：221件（延べ245件）   

（3）検査命令※2   

①全輸出国の16品目及び36カ国・1地土或の190品目（平成21年3月31  

日現在 

②実施件数：95，490件（延べ174，610件）、うち違反件数：421件（延べ  

432件）   

（4）違反状況   

①違反件数：1，150件（違反率：届出件数の0．1％、検査件数：約19万件）   

（内訳：残留農薬359件、微生物規格260件、有害・有毒物質181件、添  

加物142件、残留動物用医薬品115件、その他169件、延べ1，226件）   

②違反品は積み戻し、廃棄等の措置   

（5）海外情報等に基づく緊急対応  

メキシコ産とうがらしのサルモネラ属菌汚染、チリ産豚肉のダイオキシン類   

汚染、中国産粉ミルクのメラミン混入、米国産ピーナッツ製品のサルモネラ属   

菌汚染などの問題について」輸入時の監視体制の強化及び国内の流通状況の調   

査を行った。  
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4．輸出国における衛生対策の推進  

（1）検査命令対象品目やモニタリング検査強化品目について、輸出国政府に対し   

て衛生管理対策の確立を要請した。   

（2）二国間協議や現地調査等を通じて農薬等の管理・監視体制の強化、輸出前検   

査の推進を匡】った。   

例：中国産野菜の残留農薬、米国産牛肉のBSE、タイ産野菜残留農薬など   

（3）包括的輸入禁止規定※3  

包括的輸入禁止規定の発動検討対象となった4か国∴1地域の5品目につい   

て、輸出国政府に対し、衛生管理状況を確認するとともに、改めて改善対策を   

要請した結果、同規定の発動対象となる品目はなかった。  

5．輸入者への自主的な衛生管理の実施に関する指導  

（1）輸入前指導（いわゆる輸入相吉異）  

品目別相談件数27，083件、うら違反該当件数410件（延べ499件）   

（2）初回輸入時及び定期的自主検査の指導   

（3）輸入者等への食品衛生に関する知識の普及啓発として、各検疫所において説   

明会等開催  

※1：食品の種類毎に輸入量、違反率等を勘案した統計学的な考え方に基づ＜計画的な検査  

※2：違反の蓋然性が高いものについて、輸入の都度く検査を厚生労働大臣が命令し、検査に合格しなければ  

輸入・流通が認められない検査  

※3：危害の発生防止の観点から必要と認められる場合、検査を要せずに厚生労働大臣が特定の食品等の販売、   

輸入を禁止できる規定  
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（参考資料）  

1．年別輸入・届出数上の推移  
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2．年度別延べ検査件数※の推移  
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※届出1件当たり複数の検査項目を実施している場合があることから延べ数とした。   

3．検疫所の食品館生監視見年度推移  

元年度 5年度10年度15年度17年度18年度19年度20年度21年度  
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平成21年9月30日開催 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会  
・分科会資料18～19ページ  

・参考資料2 73～74ページ  美香版  
農薬名  インドキサカルブ  

参考基準値  

基準値  外国  作物残留試験成績  
農産物名  案   現行  基準値  

Ppm   PPm  PPm   Ppm  PPm   

とうもろこし   

0．01（＃），0．03（＃）／0．02，  
0．06／〈0．02，0．03  

【く0．01，仇02（蒙小豆）】  

【0，21－6．4（n＝12）（米国  
キャベツ（外葉あり））】  

【0．02－0．32（n＝12）（米国  



農薬名  インドキサカルプ  

参考基準値  
基準値  外国  作物残留試験成績   

農産物名  ■案  現行  基準値  
Ppm   pPm  ppm   ppm  

トマト   0．5  ○・申  0．5  0，5  アメリカ   0．10，0．17   

ピーマン  ○・申  0．3  0．33，0．35   

なす  0．5  ○・申  0．5  0．5  0．05，0．17   

その他のなす科野菜   0．3  5            0．3   オーストラリア   

【く0．01－0．069（n＝10）（米   
きゆうり（ガーキンを含む。）   0．2  0．2  国きゆうり）】   

【く0．01－0．12（n＝12）（米国   
かぽちや（スカッシュを含む。）   0．6  サマースカッシュ）】   

しろうり   
【米国きゆうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】   

すいか   
【米国きゆうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】   

メロン類果実   
【0．024－0．393（n＝11）（米  

0．1  0．1   国力 

まくわうり   0．1  0．1  

その他のうり科野菜   
【米国きゅうり、サマースカッ  

0．6  シュ、カンタローブを参照】                     0．60  アメリカ   




